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（提案説明） 

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の改正に伴い、規定整備が必要

であるため、本案を提出する。 
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幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月

世田谷区教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１９条の見出しを「（妊娠症状対応休暇）」に改め、同条第１項を次のように改

める。 

妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務する

ことが困難な場合又は流産した女性職員が安静加療を要するために勤務することが

困難な場合における休養として与える休暇とする。 

第１９条第２項本文中「妊娠初期休暇」を「妊娠症状対応休暇」に改め、「１回に

限り」を削り、「引き続く」を「合計」に改め、同項ただし書を削り、同条第３項中

「妊娠初期休暇」を「妊娠症状対応休暇」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 流産した女性職員が安静加療を要する期間を承認する場合は、前項の規定による

承認の日数にかかわらず、日を単位として、流産した日から起算して引き続く７日

以内で承認する。 

第２２条第１項中「１年３月」を「１年６月」に改め、同条第２項中「２回それぞ

れ４５分間」を「３回まで、１回の育児時間は３０分又は３０分に１５の倍数を加え

た時間を単位として、１日を通じて１時間３０分を超えない範囲内で」に改め、同項

ただし書を削る。 

第３０条の７の次に次の７条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等） 

第３０条の８ 条例第１８条の６第１項第１号の教育委員会規則で定める制度又は措 

置（以下「出生時両立支援制度等」という。）は、次に掲げる制度又は措置とする。 

⑴ 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務 

⑵ 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業 

⑶ 条例第１１条第１項の規定による深夜勤務の制限 

⑷ 条例第１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

⑸ 条例第１１条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

⑹ 条例第１７条第１項に規定する育児時間 
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⑺ 条例第１７条第１項に規定する出産支援休暇 

⑻ 条例第１７条第１項に規定する子の看護等休暇 

⑼ 条例第１８条の３に規定する子育て部分休暇 

第３０条の９ 条例第１８条の６第１項第１号の教育委員会規則で定める事項は、次

に掲げる事項とする。 

⑴ 出生時両立支援制度等 

⑵ 出生時両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

⑶ 地方公務員等共済組合法第７０条の５第１項に規定する育児時短勤務手当金そ

の他これに相当する給付に関する必要な事項 

第３０条の１０ 条例第１８条の６第１項又は第２項の規定により、職員に対してこ

れらの項の各号に掲げる措置を講じる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法（

第３号に掲げる方法については、当該職員が希望する場合に限る。）によって行わ

なければならない。 

⑴ 面談による方法 

⑵ 書面を交付する方法 

⑶ 電子メール等の送信による方法（当該職員が当該電子メール等の記録を出力す

ることにより書面を作成することができるものに限る。） 

第３０条の１１ 条例第１８条の６第１項第３号及び第２項第３号の教育委員会規則

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 始業又は終業の時刻 

⑵ 勤務の場所 

⑶ 業務量の調整 

⑷ 前３号に掲げる事項のほか、教育委員会が別に定める事項 

第３０条の１２ 条例第１８条の６第２項の教育委員会規則で定める期間は、３歳に

満たない子を養育する職員の子が、１歳１１月に達する日の翌々日から２歳１１月

に達する日の翌日までの１年間とする。 

第３０条の１３ 条例第１８条の６第２項第１号の教育委員会規則で定める制度又は

措置（以下「育児期両立支援制度等」という。）は、次に掲げる制度又は措置とす

る。 

⑴ 育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務 
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⑵ 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業 

⑶ 条例第１１条第１項の規定による深夜勤務の制限 

⑷ 条例第１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

⑸ 条例第１１条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

⑹ 条例第１７条第１項に規定する子の看護等休暇 

⑺ 条例第１８条の３に規定する子育て部分休暇 

第３０条の１４ 条例第１８条の６第２項第１号の教育委員会規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

⑴ 育児期両立支援制度等 

⑵ 育児期両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項から附則第４項までの規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第１９条の規定による妊娠症状対応休暇（以下「妊娠症

状対応休暇」という。）及び改正後の第２２条の規定による育児時間の取得のため

に必要な手続は、施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則による改正前の第１９条の規定による妊娠初期休暇（以下「妊娠初期休

暇」という。）を承認する場合にあっては、当該妊娠初期休暇を承認しようとする

期間の初日が施行日前であるときは、施行日以後の日も含めて当該妊娠初期休暇を

承認することができる。 

４ 妊娠初期休暇を取得した女性職員が、同一の妊娠について妊娠症状対応休暇を取

得する場合（流産した女性職員が安静加療を要する場合に妊娠症状対応休暇を取得

する場合を除く。）における当該妊娠症状対応休暇の承認の日数は、７日から当該

妊娠初期休暇の取得日数を差し引いた日数を限度とする。 

 

4 



1/4 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則 

平成12年３月31日世教委規則第10号 平成12年３月31日世教委規則第10号 

（妊娠症状対応休暇） （妊娠初期休暇） 

第19条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症

状のために勤務することが困難な場合又は流産した女性職員が安静

加療を要するために勤務することが困難な場合における休養として

与える休暇とする。 

第19条 妊娠初期休暇は、妊娠初期（妊娠４月程度までの期間をいう。

ただし、出産予定日以前の妊娠出産休暇を８週間与えられた女性教

員にあっては、妊娠４月程度までの期間又は出産予定日から起算し

て10週間前の日から８週間前の前々日までの期間をいう。）の女性

職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合又は

妊娠初期において流産した女性職員が安静加療を要するために勤務

することが困難な場合における休養として与える休暇とする。 

２ 妊娠症状対応休暇は、１回の妊娠について、日を単位として合計

７日以内で承認する。 

２ 妊娠初期休暇は、１回の妊娠について１回に限り、日を単位とし

て引き続く７日以内で承認する。ただし、妊娠初期において流産し

た女性職員が安静加療を要する期間を承認する場合は、流産した日

の翌日を含む引き続く期間に限り承認するものとする。 

３ 流産した女性職員が安静加療を要する期間を承認する場合は、前

項の規定による承認の日数にかかわらず、日を単位として、流産し

た日から起算して引き続く７日以内で承認する。 

 

４ 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなけ

ればならない。 

３ 妊娠初期休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければ

ならない。 

（育児時間） （育児時間） 

第22条 育児時間は、生後１年６月に達しない子を育てる職員が当該

子を育てるための休暇とする。 

第22条 育児時間は、生後１年３月に達しない子を育てる職員が当該

子を育てるための休暇とする。 

２ 育児時間は、正規の勤務時間において、１人の子（１回の出産で産

まれた複数の子は、１人の子とみなす。）について１日３回まで、１

回の育児時間は30分又は30分に15の倍数を加えた時間を単位とし

２ 育児時間は、正規の勤務時間において、１人の子（１回の出産で産

まれた複数の子は、１人の子とみなす。）について１日２回それぞれ

45分間承認する。ただし、教育委員会の承認を受けた場合には、１日
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2/4 

改正後 改正前 

て、１日を通じて１時間30分を超えない範囲内で承認する。 

 

２回、１日を通じて１時間30分を超えない範囲内で45分に15分を増

減した時間を単位として利用することができる。この場合において、

１回の育児時間は、30分を下回ることができない。 

３～５ 省略 ３～５ 省略 

（妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等）  

第30条の８ 条例第18条の６第１項第１号の教育委員会規則で定める

制度又は措置（以下「出生時両立支援制度等」という。）は、次に掲げ

る制度又は措置とする。 

 

（１）育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 

（２）育児休業法第19条第１項に規定する部分休業 

（３）条例第11条第１項の規定による深夜勤務の制限 

（４）条例第11条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

（５）条例第11条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

（６）条例第17条第１項に規定する育児時間 

（７）条例第17条第１項に規定する出産支援休暇 

（８）条例第17条第１項に規定する子の看護等休暇 

（９）条例第18条の３に規定する子育て部分休暇 

 

第30条の９ 条例第18条の６第１項第１号の教育委員会規則で定める

事項は、次に掲げる事項とする。 

 

（１）出生時両立支援制度等 

（２）出生時両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

（３）地方公務員等共済組合法第70条の５第１項に規定する育児時短

勤務手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項 

 

第30条の10 条例第18条の６第１項又は第２項の規定により、職員に

対してこれらの項の各号に掲げる措置を講じる場合は、次の各号に

掲げるいずれかの方法（第３号に掲げる方法については、当該職員

が希望する場合に限る。）によって行わなければならない。 

 

（１）面談による方法  
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改正後 改正前 

（２）書面を交付する方法 

（３）電子メール等の送信による方法（当該職員が当該電子メール等

の記録を出力することにより書面を作成することができるものに

限る。） 

第30条の11 条例第18条の６第１項第３号及び第２項第３号の教育委

員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

（１）始業又は終業の時刻 

（２）勤務の場所 

（３）業務量の調整 

（４）前３号に掲げる事項のほか、教育委員会 が別に定める事項 

 

第30条の12 条例第18条の６第２項の教育委員会規則で定める期間

は、３歳に満たない子を養育する職員の子が、１歳11月に達する日

の翌々日から２歳11月に達する日の翌日までの１年間とする。 

 

第30条の13 条例第18条の６第２項第１号の教育委員会規則で定める

制度又は措置（以下「育児期両立支援制度等」という。）は、次に掲

げる制度又は措置とする。 

 

（１）育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 

（２）育児休業法第19条第１項に規定する部分休業 

（３）条例第11条第１項の規定による深夜勤務の制限 

（４）条例第11条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

（５）条例第11条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

（６）条例第17条第１項に規定する子の看護等休暇 

（７）条例第18条の３に規定する子育て部分休暇 

 

第30条の14 条例第18条の６第２項第１号の教育委員会規則で定める

事項は、次に掲げる事項とする。 

 

（１）育児期両立支援制度等 

（２）育児期両立支援制度等の請求先、申告先又は申請先 

 

附 則（令和７年 月 日世教委規則第 号）  
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改正後 改正前 

（施行期日）  

１ この規則は、令和８年１月１日（（以下「施行日」という。）から施

行する。ただし、次項から附則第４項までの規定は、公布の日から施

行する。 

 

（施行前の準備）  

２ この規則による改正後の第１９条の規定による妊娠症状対応休暇

（以下「妊娠症状対応休暇」という。）及び改正後の第２２条の規定

による育児時間の取得のために必要な手続は、施行日前においても

行うことができる。 

 

（経過措置）  

３ この規則による改正前の第１９条の規定による妊娠初期休暇（以

下「妊娠初期休暇」という。）を承認する場合にあっては、当該妊娠

初期休暇を承認しようとする期間の初日が施行日前であるときは、

施行日以後の日も含めて当該妊娠初期休暇を承認することができ

る。 

 

４ 妊娠初期休暇を取得した女性職員が、同一の妊娠について妊娠症

状対応休暇を取得する場合（流産した女性職員が安静加療を要する

場合に妊娠症状対応休暇を取得する場合を除く。）における当該妊

娠症状対応休暇の承認の日数は、７日から当該妊娠初期休暇の取得

日数を差し引いた日数を限度とする。 
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1 

    参考資料 

 

 

 

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」 

改正案の概要について 

 

 

１ 改正趣旨 

１２月５日に開催された区議会第４回定例会において可決された「幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例」の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるため。 

 

 

２ 改正内容 

項 目 

妊娠中の職員の健康面に対する支援の充実を図るための妊娠

初期休暇の拡充 

【幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（以

下、「幼教勤務時間条例施行規則」という）第 19条】 

内容 

 現 行 改正案 

休暇名称 妊娠初期休暇 妊娠症状対応休暇 

休暇趣旨 妊娠初期の女性職員が妊娠に

起因する症状のために勤務す

ることが困難な場合又は妊娠

初期において流産した女性職

員が安静加療を要するために

勤務することが困難な場合に

おける休養として与える休暇 

妊娠中の女性職員が妊娠に起

因する症状のために勤務する

ことが困難な場合又は流産し

た女性職員が安静加療を要す

るために勤務することが困難

な場合における休養として与

える休暇 

申請可能期間 妊娠初期（妊娠４か月程度） 妊娠期間中 

申請上限日数等 １回の妊娠につき、１回に限

り引き続く７日以内で申請 

１回の妊娠につき、合計７日

以内で申請（合計７日の範囲

内で複数回申請可能） 

流産を要件とする取得 妊娠初期の流産について、引

き続く７日以内の期間内に流

産の日の翌日を含む場合は、

流産の日後の期間も対象とし

申請可能 

妊娠中の取得実績に関わら

ず、流産した日から起算して

引き続く７日以内で申請可能 
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2 

項 目 
仕事と育児の両立支援を一層推進するため、育児時間の

拡充を行う。【幼教勤務時間条例施行規則第 22条】 

内容 

 現 行 改正案 

対象となる子 生後１年３月に達しない子 生後１年６月に達しない子 

承認単位 ・１日につき９０分以内 

・１日に２回まで、それぞ 

れ４５分を原則とする 

・１回の最低承認単位は 

３０分 

・１日につき９０分以内 

・１日に３回まで、１回の

育児時間は３０分又は３

０分に１５分単位で加え

た時間 

 

 

項 目 

妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確

認等に係る措置 

【幼教勤務時間条例施行規則第 30条の８から第 30条の 14】 

内容 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

において、妊娠、出産等についての申出をした職員に対 

する意向確認等に係る措置を定める改正が行われたこと 

により、規則において申出をした職員に対し知らせるべ 

き制度等を定めるもの。 

【条例：第 18条の６】 

 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

 

４ 施行予定日 

  令和８年１月１日 
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７特人委給第 585 号 

令和７年 11 月 28 日 

 

世田谷区教育委員会  様 

 

特別区人事委員会        

委員長 松原 忠義     

（公印省略）    

 

 

 

 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の 

一部改正について（回答） 

 

 

 

 令和７年 11 月 25 日付７世教職第 690 号により承認申請のあった規則案

について、承認します。 
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